
議案第７号

群馬県市町村総合事務組合の規約変更に関する協議について

群馬県市町村総合事務組合規約（平成２年群馬県指令地第１８号）の変更

について、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２８６条第１項の規定

により、別紙のとおり群馬県市町村総合事務組合組織団体間において協議の

上定めることについて、同法第２９０条の規定により、議会の議決を求める。

令和４年３月１日提出

渋川市長 髙 木 勉

理 由

（１） 群馬県市町村総合事務組合の組織団体が、脱退せずに別表第２の

１の項の事務（常勤の職員に係る退職手当支給事務）の共同処理を終了

する場合に、退職手当の支給事務に係る負担金の還付又は特別徴収を行

えるように改正するため

（２） 群馬県市町村総合事務組合の組織団体である桐生地域医療組合（

桐生市及びみどり市で組織）が令和４年３月３１日をもって別表第２の

１の項の事務（常勤の職員に係る退職手当支給事務）の共同処理を終了

するため

（３） 群馬県市町村総合事務組合の組織団体である邑楽館林医療事務組

合（館林市、板倉町、明和町、千代田町、大泉町及び邑楽町で組織）の

名称が令和４年４月１日から邑楽館林医療企業団と変更されるため



別紙

群馬県市町村総合事務組合の規約変更に関する協議書

群馬県市町村総合事務組合規約を下記の群馬県市町村総合事務組合規約の

一部を改正する規約により変更するものとする。

記

群馬県市町村総合事務組合規約の一部を改正する規約

群馬県市町村総合事務組合規約（平成２年群馬県指令地第１８号）の一部

を次のように改正する。

第１２条の見出し中「退職手当の」を「退職手当」に改め、同条中「組合

から脱退する」を「別表第２の１の項左欄の事務（以下「退職手当支給事務

」という。）の共同処理を終了する」に、「退職手当の支給事務」を「退職

手当支給事務」に、「相当する額から脱退する」を「相当する額から退職手

当支給事務の共同処理を終了する」に改める。

第１３条（見出しを含む。）中「退職手当の」を「退職手当」に改める。

第１４条第２項中「別表第２の１の項の左欄の事務（以下この項において

「退職手当支給事務」という。）」を「退職手当支給事務」に、「退職手当

の支給事務」を「退職手当支給事務」に、「脱退する」を「退職手当支給事

務の共同処理を終了する」に改める。

別表第１中「邑楽館林医療事務組合」を「邑楽館林医療企業団」に改める

。

別表第２の１の項中「邑楽町 桐生地域医療組合」を「邑楽町」に改め、

同表の５の項中「邑楽館林医療事務組合」を「邑楽館林医療企業団」に改め

る。

附 則

１ この規約は、令和４年４月１日（以下「施行日」という。）から施行す

る。ただし、第１２条の改正規定については、同年３月３１日から施行す

る。

２ この規約の施行日前に退職した桐生地域医療組合の職員に係る別表第２

の１の項左欄の事務に関しては、この規約の施行日以後においても、桐生

地域医療組合は、同表の１の項右欄に掲げる共同処理する団体であるもの



とみなす。



群馬県市町村総合事務組合規約の一部を改正する規約（案）新旧対照表
（傍線の部分は改正部分）

改 正 案 現 行

（退職手当 支給事務に係る負担金の還付又は特別徴収） （退職手当の支給事務に係る負担金の還付又は特別徴収）

第１２条 組合は、組織団体が別表第２の１の項左欄の事務（以下「退職手 第１２条 組合は、組織団体が組合から脱退する

当支給事務」という。）の共同処理を終了する場合においては、当該組織 場合においては、当該組織

団体が納付した退職手当支給事務 に係る負担金の総額の１００分の９０ 団体が納付した退職手当の支給事務に係る負担金の総額の１００分の９０

に相当する額から退職手当支給事務の共同処理を終了するまでに支払った に相当する額から脱退する までに支払った

退職手当の総額を差引いた額を還付し、支払った退職手当の総額が負担金 退職手当の総額を差引いた額を還付し、支払った退職手当の総額が負担金

の総額の１００分の９０に相当する額を超えるときは、その超える額を徴 の総額の１００分の９０に相当する額を超えるときは、その超える額を徴

収する。 収する。

（退職手当 支給事務に係る加入負担金） （退職手当の支給事務に係る加入負担金）

第１３条 新たに退職手当 支給事務に加入しようとする地方公共団体は、 第１３条 新たに退職手当の支給事務に加入しようとする地方公共団体は、

条例で定める額を加入負担金として組合に納付しなければならない。 条例で定める額を加入負担金として組合に納付しなければならない。

（組織団体の廃置分合に伴う組合財産の処分等） （組織団体の廃置分合に伴う組合財産の処分等）

第１４条 （略） 第１４条 （略）

２ 第１２条の規定は、前項の場合において、当該廃置分合後存続する組織 ２ 第１２条の規定は、前項の場合において、当該廃置分合後存続する組織

団体が引き続き若しくは新たに退職手当支給事務 団体が引き続き若しくは新たに別表第２の１の項の左欄の事務（以下この

を共同処理するとき、又は当 項において「退職手当支給事務」という。）を共同処理するとき、又は当

該廃置分合によって設置された地方公共団体が同時に組合に加入し退職手 該廃置分合によって設置された地方公共団体が同時に組合に加入し退職手

当支給事務を共同処理するときは、消滅団体について適用せず、当該廃置 当支給事務を共同処理するときは、消滅団体について適用せず、当該廃置

分合後存続する組織団体又は当該廃置分合によって設置された地方公共団 分合後存続する組織団体又は当該廃置分合によって設置された地方公共団

体（以下この項及び次項において「存続団体等」という。）について、「 体（以下この項及び次項において「存続団体等」という。）について、「

当該組織団体が納付した退職手当支給事務 に係る負担金の総額の１００ 当該組織団体が納付した退職手当の支給事務に係る負担金の総額の１００

分の９０に相当する額」とあるのは「消滅団体が組合に納付した退職手当 分の９０に相当する額」とあるのは「消滅団体が組合に納付した退職手当

支給事務 に係る負担金の総額の１００分の９０に相当する額を存続団体 の支給事務に係る負担金の総額の１００分の９０に相当する額を存続団体

等が組合に納付した退職手当支給事務 に係る負担金の総額の１００分の 等が組合に納付した退職手当の支給事務に係る負担金の総額の１００分の

９０に相当する額に加算した額」と、「退職手当支給事務の共同処理を終 ９０に相当する額に加算した額」と、「脱退する

了するまでに支払った退職手当の総額」とあるのは「組合が消滅団体に支 までに支払った退職手当の総額」とあるのは「組合が消滅団体に支

払った退職手当の総額を組合が存続団体等に支払った退職手当の総額に加 払った退職手当の総額を組合が存続団体等に支払った退職手当の総額に加

算した額」と読み替えるものとする。 算した額」と読み替えるものとする。

３・４ （略） ３・４ （略）
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別表第１（第２条関係） 別表第１（第２条関係）

組 織 団 体 組 織 団 体

前橋市 高崎市 桐生市 伊勢崎市 太田市 沼田市 館林市 渋川市 前橋市 高崎市 桐生市 伊勢崎市 太田市 沼田市 館林市 渋川市

藤岡市 富岡市 安中市 みどり市 榛東村 吉岡町 上野村 神流 藤岡市 富岡市 安中市 みどり市 榛東村 吉岡町 上野村 神流

町 下仁田町 南牧村 甘楽町 中之条町 長野原町 嬬恋村 草津町 町 下仁田町 南牧村 甘楽町 中之条町 長野原町 嬬恋村 草津町

高山村 東吾妻町 片品村 川場村 昭和村 みなかみ町 玉村町 高山村 東吾妻町 片品村 川場村 昭和村 みなかみ町 玉村町

板倉町 明和町 千代田町 大泉町 邑楽町 烏帽子山植林組合 桐生 板倉町 明和町 千代田町 大泉町 邑楽町 烏帽子山植林組合 桐生

地域医療組合 多野藤岡医療事務市町村組合 邑楽館林医療企業団 地域医療組合 多野藤岡医療事務市町村組合 邑楽館林医療事務組合

甘楽西部環境衛生施設組合 館林衛生施設組合 吾妻東部衛生施設組合 甘楽西部環境衛生施設組合 館林衛生施設組合 吾妻東部衛生施設組合

西吾妻衛生施設組合 館林地区消防組合 利根沼田広域市町村圏振興 西吾妻衛生施設組合 館林地区消防組合 利根沼田広域市町村圏振興

整備組合 西吾妻環境衛生施設組合 渋川地区広域市町村圏振興整備組 整備組合 西吾妻環境衛生施設組合 渋川地区広域市町村圏振興整備組

合 富岡甘楽広域市町村圏振興整備組合 沼田市外二箇村清掃施設組合 合 富岡甘楽広域市町村圏振興整備組合 沼田市外二箇村清掃施設組合

群馬県市町村会館管理組合 吾妻広域町村圏振興整備組合 多野藤岡 群馬県市町村会館管理組合 吾妻広域町村圏振興整備組合 多野藤岡

広域市町村圏振興整備組合 利根沼田学校組合 大泉町外二町環境衛生 広域市町村圏振興整備組合 利根沼田学校組合 大泉町外二町環境衛生

施設組合 利根東部衛生施設組合 下仁田南牧医療事務組合 西吾妻福 施設組合 利根東部衛生施設組合 下仁田南牧医療事務組合 西吾妻福

祉病院組合 太田市外三町広域清掃組合 群馬東部水道企業団 群馬県 祉病院組合 太田市外三町広域清掃組合 群馬東部水道企業団 群馬県

後期高齢者医療広域連合 後期高齢者医療広域連合

別表第２（第３条関係） 別表第２（第３条関係）

共同処理する事務 共同処理する団体 共同処理する事務 共同処理する団体

１ 常勤の職員（市町 沼田市 渋川市 みどり市 榛東村 吉岡町 １ 常勤の職員（市町 沼田市 渋川市 みどり市 榛東村 吉岡町

村立学校職員給与負 上野村 神流町 下仁田町 南牧村 甘楽町 村立学校職員給与負 上野村 神流町 下仁田町 南牧村 甘楽町

担法（昭和２３年法 中之条町 長野原町 嬬恋村 草津町 高山村 担法（昭和２３年法 中之条町 長野原町 嬬恋村 草津町 高山村

律第１３５号）第１ 東吾妻町 片品村 川場村 昭和村 みなか 律第１３５号）第１ 東吾妻町 片品村 川場村 昭和村 みなか

条及び第２条に規定 み町 玉村町 板倉町 明和町 千代田町 大 条及び第２条に規定 み町 玉村町 板倉町 明和町 千代田町 大

する職員を除く。） 泉町 邑楽町 甘楽西部環 する職員を除く。） 泉町 邑楽町 桐生地域医療組合 甘楽西部環

に係る退職手当の支 境衛生施設組合 館林衛生施設組合 吾妻東部 に係る退職手当の支 境衛生施設組合 館林衛生施設組合 吾妻東部

給事務 衛生施設組合 西吾妻衛生施設組合 館林地区 給事務 衛生施設組合 西吾妻衛生施設組合 館林地区

消防組合 利根沼田広域市町村圏振興整備組合 消防組合 利根沼田広域市町村圏振興整備組合

西吾妻環境衛生施設組合 渋川地区広域市町 西吾妻環境衛生施設組合 渋川地区広域市町

村圏振興整備組合 富岡甘楽広域市町村圏振興 村圏振興整備組合 富岡甘楽広域市町村圏振興

整備組合 沼田市外二箇村清掃施設組合 群馬 整備組合 沼田市外二箇村清掃施設組合 群馬

県市町村会館管理組合 吾妻広域町村圏振興整 県市町村会館管理組合 吾妻広域町村圏振興整

備組合 多野藤岡広域市町村圏振興整備組合 備組合 多野藤岡広域市町村圏振興整備組合

利根沼田学校組合 大泉町外二町環境衛生施設 利根沼田学校組合 大泉町外二町環境衛生施設

組合 利根東部衛生施設組合 西吾妻福祉病院 組合 利根東部衛生施設組合 西吾妻福祉病院
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組合 太田市外三町広域清掃組合 群馬東部水 組合 太田市外三町広域清掃組合 群馬東部水

道企業団 道企業団

（略） （略）

５ 地方公務員災害補 沼田市 館林市 渋川市 みどり市 榛東村 ５ 地方公務員災害補 沼田市 館林市 渋川市 みどり市 榛東村

償法（昭和４２年法 吉岡町 上野村 神流町 下仁田町 南牧村 償法（昭和４２年法 吉岡町 上野村 神流町 下仁田町 南牧村

律第１２１号）第６ 甘楽町 中之条町 長野原町 嬬恋村 草津町 律第１２１号）第６ 甘楽町 中之条町 長野原町 嬬恋村 草津町

９条の規定に基づく 高山村 東吾妻町 片品村 川場村 昭和村 ９条の規定に基づく 高山村 東吾妻町 片品村 川場村 昭和村

議会の議員その他非 みなかみ町 玉村町 板倉町 明和町 千代 議会の議員その他非 みなかみ町 玉村町 板倉町 明和町 千代

常勤の職員のうち法 田町 大泉町 邑楽町 烏帽子山植林組合 桐 常勤の職員のうち法 田町 大泉町 邑楽町 烏帽子山植林組合 桐

律（労働基準法（昭 生地域医療組合 多野藤岡医療事務市町村組合 律（労働基準法（昭 生地域医療組合 多野藤岡医療事務市町村組合

和２２年法律第４９ 邑楽館林医療企業団 甘楽西部環境衛生施 和２２年法律第４９ 邑楽館林医療事務組合 甘楽西部環境衛生施

号）を除く。）によ 設組合 館林衛生施設組合 吾妻東部衛生施設 号）を除く。）によ 設組合 館林衛生施設組合 吾妻東部衛生施設

る公務上の災害に対 組合 西吾妻衛生施設組合 館林地区消防組合 る公務上の災害に対 組合 西吾妻衛生施設組合 館林地区消防組合

する補償の制度が定 利根沼田広域市町村圏振興整備組合 西吾妻 する補償の制度が定 利根沼田広域市町村圏振興整備組合 西吾妻

められていないもの 環境衛生施設組合 渋川地区広域市町村圏振興 められていないもの 環境衛生施設組合 渋川地区広域市町村圏振興

に対する補償事務 整備組合 富岡甘楽広域市町村圏振興整備組合 に対する補償事務 整備組合 富岡甘楽広域市町村圏振興整備組合

沼田市外二箇村清掃施設組合 群馬県市町村 沼田市外二箇村清掃施設組合 群馬県市町村

会館管理組合 吾妻広域町村圏振興整備組合 会館管理組合 吾妻広域町村圏振興整備組合

多野藤岡広域市町村圏振興整備組合 利根沼田 多野藤岡広域市町村圏振興整備組合 利根沼田

学校組合 大泉町外二町環境衛生施設組合 利 学校組合 大泉町外二町環境衛生施設組合 利

根東部衛生施設組合 下仁田南牧医療事務組合 根東部衛生施設組合 下仁田南牧医療事務組合

西吾妻福祉病院組合 太田市外三町広域清掃 西吾妻福祉病院組合 太田市外三町広域清掃

組合 群馬東部水道企業団 群馬県後期高齢者 組合 群馬東部水道企業団 群馬県後期高齢者

医療広域連合 医療広域連合

（略） （略）


